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社会福祉法人刈羽村社会福祉協議会刈羽村民活センター財政調整基金規程 

 

施行 平成10年 4月 1日 

                                              改正 平成28年12月27日 

                                              改正 平成29年 6月16日 

   

   

（設置の目的） 

第１条 刈羽村民活センター（以下「民活センター」という。）において、民活セン

ター事業の財源に不足が生じたときの財源に充てるため、財政調整基金（以下「基

金」という。）を設置する。 

 

（積立て） 

第２条 基金は、理事会の同意及び評議員会で承認された予算に基づき、民活センタ

ー財政調整基金を積み立てるものとする。 

１ 前年度決算剰余金から予算充当額を減じた額。 

２ 本積立金から生ずる利益 

 

（管 理） 

第３条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法に

より保管しなければならない。 

 

（運用益の処理） 

第４条 基金の運用から生ずる収益は、民活センター運営事業拠点区分の予算に計上

して、この基金に繰り入れるものとする。 

 

（取 崩） 

第５条 基金の全部又は一部を取り崩すときは、予算に基づき、理事会の同意及び評

議員会の決議を得なければならない。 

 

（委 任） 

第６条 この規程に定めるものを除くほか、必要な事項は会長が別に定める。 

 

 

附 則 

１ この規程は平成１０年６月１日から施行し、平成１０年４月１日から適用する。 

２ この規程の一部改正は、平成２７年１２月１８日から施行する。 

附 則 

この規程の一部改正は、平成２８年１２月２７日から施行する。 

附 則 
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この規程の一部改正は、平成２９年６月１６日から施行する。 

 


